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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヘミセルロースを加水分解して得た繊維束にせん断力を与えて竹材の維管束を開繊する
ことで、一部の繊維が分枝を有する綿状の竹繊維を取り出し、この竹繊維を結合材と混合
し、互いに結着させたことを特徴とする吸音材。
【請求項２】
　上記竹繊維の平均直径が５～３０μｍである請求項１記載の吸音材。
【請求項３】
　結合材が、低融点の鞘部と高融点の芯部とからなる複合樹脂繊維である請求項１記載の
吸音材。
【請求項４】
　竹材に複数回の爆砕処理を施した後、機械的開繊処理により繊維束にせん断力を与えて
維管束を開繊し、これによって得た、一部の繊維が分枝を有する綿状の竹繊維を結合材と
混合して互いに結着させることを特徴とする吸音材の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、竹繊維を使用した吸音材およびその製造方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
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吸音材は、室内音響や騒音の制御など音環境の調整を始めとして、音響工学における広い
範囲で重要な役割を果たしている。この吸音材は、その吸音機構から、多孔質材、板状材
、および有孔板の三種類に大別されるが、その中でも多孔質材は中高周波数域を主要に比
較的平滑な吸音特性を有しており、交通騒音などの広い周波数に成分を持つ騒音に対して
有効な材料であると考えられている。
【０００３】
多孔質吸音材料の代表例としてグラスウールやロックウールなどの繊維系があるが、これ
らの吸音材は繊維が空中に飛散し易く、また、焼却や土中廃棄が困難であることから、環
境面に与える悪影響が大きい。
【０００４】
この問題を解消するため、天然資源を使用した多孔質吸音材の提供が従来から広く試みら
れている。例えば特開平７－２１６１９１号公報には、竹繊維単独または竹繊維と他の繊
維との混合繊維の集合体に多価フェノール・アルデヒド系縮合物を混合し、所定形状に加
熱成形した構造材が提案されており、この構造体の用途の一例として、防音材が挙げられ
ている（段落００２１参照）。
【０００５】
【特許文献１】
特開平７－２１６１９１号公報
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
竹繊維自体は焼却時や土中廃棄時の環境負荷が小さいので、上記公報記載の防音材も環境
保護の面では顕著な効果が期待できる。その一方、肝心の吸音効果は十分とはいえず、現
状ではグラスウール等の繊維系吸音材の代替素材としての利用は困難である。
【０００７】
そこで、本発明は、上記繊維系吸音材に匹敵する吸音効果を備え、かつ環境負荷の面でも
良好な特性を有する吸音材の提供を目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
竹組織の形態は、竹の種類やその位置によっても多少異なるが、概ね図１および図２に示
すモデルで表される（図１は直径方向の断面で、図中の上方が表皮側、下方が内皮側を表
す）。図１に示すように、竹組織では、組織中に散在した維管束１を、リグニンを主成分
とする柔細胞２（木質）が取り囲んでいる。維管束１は、図２に示すように、導管３や師
管４を維管束鞘５（その領域をハッチングで表す）で取り囲んだ構成を有する。本発明者
等が検証したところ、維管束鞘５はセルロースからなる単繊維６（モノフィラメント）の
集合体で、単繊維６同士はヘミセルロースを結合材として強固に結着されていることが明
らかになった。
【０００９】
上述のように、単繊維６同士は非常に強固に結着されているため、圧延や粉砕等の公知の
機械的方法では維管束を開繊して単繊維を取り出すことは不可能である。実際、現時点で
市販されている竹繊維の繊維径は全て数百μｍであり、この繊維径から、当該竹繊維は維
管束１そのもの、もしくは維管束１の周囲に木質部２が付着したものにすぎないと考えら
れる。上記特開平７－２１６１９１号公報でも、繊維径には特段触れていないことから考
えて、同程度の繊維径の竹繊維を使用していると考えられる。
【００１０】
　本発明は、以上の考察に基づいてなされたもので、ヘミセルロースを加水分解して得た
繊維束にせん断力を与えて、竹組織の維管束、特に維管束鞘を開繊することで、一部の繊
維が分枝を有する綿状の竹繊維を取り出し、この竹繊維を結合材と混合し、互いに結着さ
せたものである。この吸音材は、竹の単繊維を基本的な骨格材とし、骨格材間に複雑に連
結された隙間を有するもので、音波は上記隙間の空気を伝搬し、主として空気の粘性摩擦
を受けて吸音される。



(3) JP 4108512 B2 2008.6.25

10

20

30

40

50

【００１１】
維管束の開繊で得られた竹繊維の平均繊維径（直径）が５～３０μｍであれば、維管束が
ほぼ完全にほぐされ、単繊維が得られたことになる（ごく一部には単繊維の集合体が含ま
れる）。この繊維径は、従来のグラスウール等の繊維系吸音材の繊維径（一般に数十μｍ
）とほぼ同径であるから、この繊維径の吸音材であれば、従来の繊維系吸音材と同等の吸
音効果を発揮することが期待できる。
【００１２】
一方、この吸音材は、竹繊維を骨格材としているので、焼却時や廃棄時の環境負荷が小さ
く、環境保護の面で優れた効果を発揮する。また、竹は成長力に富み、かつ竹林も国内に
豊富に存在するので、国内資源の確保の面でも有益となる。
【００１３】
結合材として、低融点の鞘部と高融点の芯部とからなる複合樹脂繊維を使用すれば、熱処
理によって低融点の樹脂のみを溶融させることにより、竹の単繊維同士を結着する一方、
熱処理後も結合材の繊維形態を保持することができ、成形性と吸音性を両立することがで
きる。
【００１４】
　この吸音材は、竹材に複数回の爆砕処理を施した後、機械的開繊処理により繊維束にせ
ん断力を与えて維管束を開繊し、これによって得た、一部の繊維が分枝を有する綿状の竹
繊維を結合材と混合して互いに結着させることにより製造することができる。
【００１５】
ここで複数回の爆砕処理を行うこととしたのは、一回限りの爆砕では、竹組織の木質部２
のみが破壊され、維管束部分１は破壊されずに残るからである。複数回の爆砕処理を繰り
返すことにより、ヘミセルロースの加水分解が維管束の全域で進行し、繊維間の結着力が
劣化するため、その後、機械的開繊処理を施せば、僅かな力で維管束を開繊して上記単繊
維６を取り出すことができる。これを結合材と混合して加熱成形することにより、微小隙
間を多数有する吸音材が得られる。なお、ここでいう「機械的開繊処理」は、対象繊維束
にせん断力を与えて開繊する処理で、例えばカッターやミキサーによる攪拌処理を挙げる
ことができる。水酸化ナトリウム溶液中で蒸煮する等の化学的開繊処理は、単繊維同士を
その長さ方向で結着するヘミセルロースをも劣化させ、繊維長が著しく短くなってパルプ
状になる等の弊害が生じるので、用途が吸音材の場合は避けた方が好ましい。
【００１６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態を説明する。
【００１７】
図３は、本発明にかかる吸音材７の一形態を図示するものである。図示のようにこの吸音
材は、竹の単繊維６を結合材で互いに結合させ、所定形状に成形することにより製造され
る。以下、この吸音材７の製造工程を詳細に説明する。
【００１８】
▲１▼爆砕工程
先ず、生竹を爆砕装置に入れ、爆砕を行う。爆砕は、高温高圧水蒸気下に対象物質を一定
時間保持した後、圧力を瞬時に解放することにより物質成分を分解する手段である。水蒸
気圧を一気に解放することにより、竹内部の水分が急膨張するため、木質の細胞壁が破裂
する一方、繊維部分には大きな空孔がなく、また繊維強度が高いため物理的破壊には至ら
ない。従って、竹材より繊維部分を取り出すことが可能となる。
【００１９】
爆砕装置中で竹材を高温高圧水蒸気で蒸すことにより、竹材主成分の加水分解が進む。竹
組織を構成する主成分は、上記のとおりセルロース、ヘミセルロース、リグニンであるが
、これらの成分の加水分解が進む温度には差があり、セルロースは２４０℃、ヘミセルロ
ースは１６０℃、リグニンは１３０℃付近である。従って、爆砕温度をヘミセルロースの
加水分解温度以上でセルロースの加水分解温度以下に保持すれば、リグニンからなる木質
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を完全に除去する一方、ヘミセルロースを劣化させ、単繊維６同士の結合力を減じること
ができる。ヘミセルロースを劣化させるためには、爆砕温度が高いほど好ましいが、高す
ぎるとセルロースからなる単繊維６の劣化が進み、繊維強度に悪影響を及ぼす。以上の観
点から、爆砕温度は、１６５℃～２００℃の範囲、より好ましくは１７０℃～１８０℃の
範囲に設定するのが望ましい。
【００２０】
一方、この爆砕温度では、ヘミセルロースの加水分解速度が遅いため、そのままの状態で
開繊するのは容易ではない。そこで、本発明では、爆砕作業を複数回行うこととした。こ
れにより、高温化によるセルロース（単繊維６）への悪影響を回避する一方で、単繊維６
同士を束ねるヘミセルロースを維管束1の全体で確実に劣化させることができ、維管束１
の開繊が容易なものとなる。但し、爆砕回数が多すぎると、やはりセルロースの劣化を招
くので、爆砕回数は３～１２回の範囲、より好ましくは６～１０回の範囲に設定するのが
望ましい。
【００２１】
一例として、本実施形態では、圧力を０．７MＰａ、爆砕温度を１７５℃に設定し、同条
件のもとで合計９回の爆砕を行った。一回目の爆砕では温度１７５℃に達してから６０分
後に爆発させ、２～９回目の爆砕では温度１７５℃に達してから５分後に爆発させた。
【００２２】
▲２▼機械的開繊処理
上記▲１▼工程で得た竹繊維には機械的開繊処理が施される。この処理は、上記爆砕処理
で結着力が低下した繊維束にせん断力を与え、これをばらして個々の単繊維６に分解する
工程であり、本実施形態では一例として家庭用ミキサーを使用した。具体的には、先ず上
記▲１▼工程で得た竹繊維を５ｃｍ程度の長さに切断し、これを上記ミキサーに水と共に
投入して回転させた。繊維が細かくなったのを確認してから取り出して乾燥させ、その後
、これをよく乾かした上記ミキサーに再度入れて回転させた。この時、取り出した竹繊維
は綿状となっていた。これを顕微鏡写真で観察したところ、個々の繊維径は概ね５～３０
μｍの範囲にあり、これより維管束１（維管束鞘５）が開繊されて単繊維６となったこと
が確認できた。この時、一部の繊維６には、図４に示すように分枝６ａが形成されている
ことも明らかになった。
【００２３】
▲３▼結合材混合処理
次に上記▲２▼工程で得た竹繊維は結合材と混合される。結合材としては、樹脂系材料の
他、デンプン等の水溶性材料を使用することができ、あるいは樹脂系材料としてポリエチ
レンサクシネート等の生分解性樹脂を使用することもできる。
【００２４】
本実施形態では、結合材の一例として、ポリオレフィン系複合繊維（チッソ株式会社製）
を使用した。この複合繊維は２．０デニール（１．０デニール＝９０００ｍ／ｇ）の細い
繊維で、鞘部は低融点のポリエチレン、芯部は高融点のポリプロピレンで構成されている
。この二つの樹脂の融点の違いを利用し、低融点のポリエチレンのみを溶融させることに
よって竹繊維同士を結着する一方、高融点のポリプロピレンを熱処理後も繊維形態に保持
すれば、ポリプロピレン繊維が竹繊維と共に骨格材を構成し、吸音効果を発揮する。ポリ
エチレンおよびポリプロピレンの組み合わせは、人体に無害であるのと同時に焼却時にも
水と炭酸ガスになり、ダイオキシン等の有害物質が発生しないという利点も有する。
【００２５】
結合材の配合割合は、特に限定されず、５～５０重量％の範囲で適宜選択される。最適な
配合割合は結合材の種類・吸音材の用途等によって定まるが、一例として本実施形態では
、上記ポリオレフィン系複合繊維の配合割合を１０重量％とした。
【００２６】
▲４▼成形工程
竹繊維と結合材の混合物は、熱処理により所定形状に加熱成形される。本実施形態では、
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熱することにより、図３に示す厚肉円盤状の吸音材７を製作した。なお、図３では竹繊維
６の本数が少なめに描かれているが、実際には竹繊維はかなり密の状態で含まれている。
【００２７】
以上の工程で得られた吸音材の吸音特性を確認するため、音響管を使用して本発明品およ
び比較品について垂直入射吸音率の測定を行った。その結果を図５および図６に示す。
【００２８】
なお、本発明品としては、上記実施形態の手順で製作した吸音材（図中「爆砕竹繊維材料
」と表記）を使用し、比較品としては、上記実施形態と同様の手順で製作した吸音材であ
って、骨格材としてグラスウールを使用したもの（図中「グラスウール」と表記）、およ
び市販の竹繊維を使用したもの（図中「竹繊維材料」と表記）を製作した。比較品のうち
、「竹繊維材料」としては、繊維状に粉砕された市販の竹繊維を４２５μｍ、２１０μｍ
、１２５μｍの目開きで順次篩い分けし、目開き２１０μｍを通過するが、目開き１２５
μｍを通過しなかった繊維を使用した。
【００２９】
なお、本発明品および比較品の何れも試料厚さは５０ｍｍとした。また、本発明品と比較
品「グラスウール」の重量密度は何れも３２ｋｇ／ｍ3とし、比較品「竹繊維材料」の重
量密度は６０ｋｇ／ｍ3、１２０ｋｇ／ｍ3、１８０ｋｇ／ｍ3の三種類とした。
【００３０】
図５は、本発明品と比較品「グラスウール」の吸音率の測定結果を示すものである。この
結果からも明らかなように、本発明品は、同密度のグラスウールからなる吸音材と同等の
吸音率を有し、グラスウールの代替品として十分な吸音特性を有することが判明した。ま
た、図６からも明らかなように、比較品「竹繊維材料」は、密度を増すほど吸音率は向上
するものの本発明品に比べて総じて吸音率が低く、本発明品と同程度の吸音率を得るため
には、５倍以上もの密度が必要で、本発明品に比べて相当重くなることも判明した。
【００３１】
【発明の効果】
以上のように、本発明によれば、グラスウール等の従来の繊維径吸音材と同等の吸音特性
を備え、かつ環境保護の面でも優れた特性を有する吸音材を提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】竹組織の概略モデルを示す図である。
【図２】維管束および維管束鞘の概略モデルを示す図である。
【図３】本発明にかかる吸音材の概略構造を示す斜視図である。
【図４】分枝を有する単繊維の拡大図である。
【図５】吸音率の測定結果を示す図である。
【図６】吸音率の測定結果を示す図である。
【符号の説明】
１　　　維管束
２　　　柔細胞
３　　　導管
４　　　師管
５　　　維管束鞘
６　　　単繊維
７　　　吸音材
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【図５】

【図６】
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